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令和８年度 空き家活用支援事業 実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、「令和８年度まちづくり部補助金交付要綱」（以下「要綱」とい

う。）第22条第１項の規定に基づき、空き家活用支援事業（以下「本事業」という。）

の適正な実施に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 要綱及びこの要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 住宅 

一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう、次に掲げる設備要件

を満たす建築物、建築物の一部又は用途上不可分な２以上の建築物をいう。 

ア 一つ以上の居室 

イ 専用（共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使

用できるものを含む。以下同じ。）の台所 

ウ 専用のトイレ 

エ 専用の玄関 

(2) 空き家 

要綱第３条の交付申請をする日時点で居住その他の用に供されていない住宅を

いう。 

(3) 一戸建ての住宅 

次のいずれかに該当する住宅をいう。 

ア 階段、廊下等を他の住宅と共用しないもの 

イ 長屋建て住宅 

(4) 共同住宅 

住宅であって、一戸建ての住宅以外のものをいう。 

(5) 学生シェアハウス 

２人以上の学生が居住できるよう専用の居室が備えられ、台所、トイレ及び玄

関を共用する住宅をいう。 

(6) 住宅宿泊施設 

   住宅宿泊事業法、国家戦略特別区域法等に基づく民泊をいう。 

(7) 事業所 

店舗、旅館、事務所又は工場など、物品の販売、生産若しくはサービスの提供

等が継続的に行われる建築物、建築物の一部又は用途上不可分な２以上の建築物

をいう。 

(8) 地域交流拠点 

次のいずれかに該当する施設をいう。 

ア 地域活動、地域住民等の交流拠点又は宿泊体験施設等の地域活性化に資する

用途に供する施設であって、市町長の推薦を受けたもの 

イ ワーケーション施設、定額制多拠点居住サービス施設又はコワーキングスペ

ース 

(9) 地域団体等 

次のいずれかに該当する者をいう。 
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ア 自治会、婦人会、まちづくり協議会その他これらに類する地域を基盤として

活動する団体 

イ ワーケーション施設、定額制多拠点居住サービス施設又はコワーキングスペ

ースとして活用する者 

ウ 上記のほか、活動を通じて地域活性化に貢献するものとして市町長が認める

者 

(10) ワーケーション施設 

リモートワークの活用等により働きながら休暇を取ることのできるライフスタ

イルを実現するため、単独又は周辺施設との連携により、事務作業及び宿泊の機

能を備えた施設をいう。 

(11) 定額制多拠点居住サービス施設 

月額等の定額制の料金体系により、日本各地に展開する居住施設を自由に使う

ことができるサービスを提供する施設をいう。 

(12) コワーキングスペース 

専ら快適に事務作業ができるようOA機器、デスク、椅子等の設備及び通信環境

が整えられた空間であって、利用料等費用を徴収して不特定多数の者に貸し出さ

れる施設をいう。 

(13) 改修に必要な費用 

空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するため、機能回復又は設

備改善に必要な工事に要する費用をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 申請手続又は検査に係る費用 

イ 設計又は調査に係る費用 

ウ 設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る

費用 

エ 電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）、潜熱回収型ガス給湯機（エコジョ

ーズ）、潜熱回収型石油給湯機（エコフィール）又はヒートポンプ・ガス瞬間式

併用型給湯機（ハイブリッド給湯機）その他これらに類する高効率給湯機に係

る費用 

オ 業務用の設備機器に係る費用 

カ 外構工事に要する費用 

キ 増築工事又は改築工事に要する費用 

(14) 事務機器取得費 

コワーキングスペースの利用者の利用に供されるOA機器、デスク、椅子等の取

得に要する費用をいう。 

(15) 補助金交付申請等 

要綱第３条の補助金の交付申請、同第７条第１項の補助事業の変更交付申請、

同第８条第１項の補助事業の中止若しくは廃止の承認申請、同第11条の実績報告

又は同第14条第１項の補助金の請求をいう。 

(16) 改修建築物 

空き家を改修し、活用する予定の建築物をいう。 

 

（交付申請） 

第３条 要綱第３条第２号に掲げる書類のうち、要綱が別に定める事項として規定す

る次の各号に掲げる書類については、当該各号に定める様式を用いるものとする。 
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(1) 事業費内訳表（様式第１号） 

(2) 耐震性能が確認できる書類（耐震性能確認書）（様式第２号） 

(3) 誓約書（様式第３号） 

(4) 承諾書（様式第４号） 

２ 要綱第３条第２号に掲げる書類は、要綱が別に定める事項として規定するものの

ほか、次の各号に定める書類とする。ただし、直接補助（市町が補助を行わない場

合。以下同じ。）に限る。 

(1) ワーケーション施設に関する計画書（様式第５号） 

（改修建築物の用途がワーケーション施設の場合に限る。） 

(2) 定額制多拠点居住サービス施設に関する計画書（様式第６号） 

（改修建築物の用途が定額制多拠点居住サービス施設の場合に限る。） 

(3) コワーキングスペースに関する計画書（様式第７号） 

（改修建築物の用途がコワーキングスペースの場合に限る。） 

 

（空き家バンク登録物件に対する特例） 

第４条 要綱第２条に基づく別表（以下「要綱別表」という。）各その他の事項欄第

１項１号の規定について、国又は市町が運営する空き家バンクに登録している住宅

には適用しない。 

 

（一定の耐震性能） 

第５条 要綱別表その他の事項欄第４項の一定の耐震性能を確保するものは、改修後

において別表第１に定める耐震基準を満たすもの又はその他の措置により改修建

築物の居住者・利用者等の安全が確保されるものとして、建築士法（昭和25年法律

第202号）第２条に規定する建築士の確認を受けたものとする。 

 

（重複して申請できない補助事業） 

第６条 要綱別表 住宅型＜若年・子育て世帯タイプ＞、＜UJIターン世帯タイプ＞、

事業所型＜UJIターンタイプ＞のその他の事項欄第６項又は住宅型＜一般タイプ＞、

＜学生シェアハウスタイプ＞、事業所型＜一般タイプ＞、地域交流拠点型のその他

の事項欄第７項の知事が別途定める補助事業は、次のとおりとする。 

(1) 古民家再生促進支援事業改修工事費補助 

(2) 空家活用特区総合支援事業 空家活用助成 

(3) 空家活用特区総合支援事業 古民家活用助成 

 

（本事業以外の補助制度を併用した場合における補助対象経費） 

第７条 交付申請者は、本事業以外の補助制度を併せて申請する場合にあっては、本

事業の補助事業の対象となる経費から併用する補助事業の補助対象となる経費を

控除して申請しなければならない。 

 

（複数の用途が存在する改修建築物における本事業の適用） 

第８条 改修建築物に複数の用途が存在する場合においては、任意の一用途について

対応する型の交付申請を行うものとし、当該用途部分に係る改修費用を補助対象経

費とする。 

ただし、改修建築物が住宅と事業所を兼ねる場合に限り、過半の用途に対応する
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型の交付申請を行い、改修建築物全体に係る改修費用を補助対象経費とできるもの

とする。 

２ 前項ただし書きが適用される場合における第５条の適用については、別表第１

「左記以外の場合」による。 

 

（市街化区域における直接補助を実施する区域） 

第９条 要綱別表 事業所型＜一般タイプ＞、＜UJIターンタイプ＞及び地域交流拠点

型における知事が必要と認める団地の区域は、別表第２のとおりとする。 

 

（政令市又は中核市における間接補助を実施する区域） 

第10条 要綱別表 その他の事項欄第２項第１号のまちなか再生区域は、別表第３の

とおりとする。 

 

（歴史的景観形成地区の区域） 

第11条 要綱別表 住宅型＜一般タイプ＞、事業所型＜一般タイプ＞、＜UJIターンタ

イプ＞及び地域交流拠点型における歴史的景観形成地区の区域は、景観の形成等に

関する条例に基づき県が指定する歴史的景観形成地区又は市が指定する同等の地

区とし、別表第４のとおりとする。 

 

（実績報告） 

第12条 要綱第11条に掲げる書類は、要綱が別に定める事項として規定するもののほ

か、次の各号に定める書類とする。ただし、（4）以外については直接補助に限る。 

(1) 耐震改修工事実施確認書（様式第８号） 

(2) 申請内容変更報告書（様式第９号）（申請内容に変更がある場合に限る。） 

(3) 工事請負契約書の写し（ただし、補助事業者が自ら改修工事を行う場合を除く。） 

(4) 広報用資料提供書（様式第10号） 

 

（補助事業完了後の状況報告等） 

第13条 要綱別表 住宅型＜若年・子育て世帯タイプ＞、＜UJIターン世帯タイプ＞又

は事業所型＜UJIターンタイプ＞のその他の事項欄第９項、住宅型＜一般タイプ＞、

＜学生シェアハウスタイプ＞、事業所型＜一般タイプ＞又は地域交流拠点型のその

他の事項欄第10項の知事への報告は、改修建築物活用状況報告書（直接補助は様式

第11号、間接補助は様式第12号）により行うものとする。 

２ 補助事業者は、補助事業の完了から10年の間に実施計画書に記載している改修建

築物の使途を変更し、中止し又は廃止しようとする場合は、あらかじめ知事と協議

して同意を得なければならない。 

 

（補助金の交付申請の審査等に係る県及び市町の役割） 

第14条 市町長は、交付申請者から要綱第３条第１項の交付申請又は要綱第７条第１

項の変更交付申請に係る書類を受領した場合において、当該書類の確認及び必要に

応じて行う現地調査等により適正と認められたときは、速やかに知事に進達するも

のとする。 

なお、市町長は、要綱第３条第１項の交付申請に係る書類を知事に進達するとき

は、次の書類を添付するものとする。 
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(1) 住宅型、事業所型又は地域交流拠点型（ワーケーション施設、定額制多拠点居

住サービス施設又はコワーキングスペースに改修するものに限る。）の場合（歴

史的景観形成地区の区域内での割増補助を受ける場合を除く。） 

・交付申請に係る確認書（様式第13号） 

(2) 住宅型、事業所型又は地域交流拠点型の場合（(1)の場合を除く。） 

・交付申請に係る推薦書（様式第14号） 

２ 市町長は、交付申請者から補助金交付申請等に係る書類（前項に掲げる書類を除

く。）を受領した場合は、速やかに知事に進達するものとする。 

３ 知事は、交付申請者又は補助事業者に対して補助金交付決定等（要綱第４条第１

項の交付決定又は同第７条第２項の変更交付決定をいう。以下同じ。）の通知をし

た場合は、速やかに市町長に当該通知書の写しを送付するものとする。 

 

（補助事業者の役割） 

第15条 補助事業者は、本事業を県民に広報するため、知事、市町長又は報道機関等

から記事の掲載等について依頼があった場合には、協力しなければならない。 

 

（事業着手の制限） 

第16条 要綱第３条第１項の交付申請又は要綱第７条第１項の変更交付申請を行っ

た者は、補助金交付決定等の通知を受けた後でなければ、当該申請に係る事業に着

手してはならない。 

 

附 則 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表第１（第５条関係） 

耐震診断区分 構造区分 

耐震基準 
改修建築物を自
己の居住の用に
供する場合 

左記以外の場合 

(1) 

一般財団法人日本建築防災協会
による「木造住宅の耐震診断と補
強方法」（2025 年改訂版、2012
年改訂版、2004 年改訂版）によ
る一般診断法又は精密診断法 

木造 
上部構造評点が
0.7以上 

上部構造評点が
1.0以上 

(2) 
市町が実施する簡易耐震診断 

木造 
総合評点が 0.7
以上 

総合評点が 1.0
以上 

(3) 

一般財団法人日本建築防災協会
による「耐震改修促進法のための
既存鉄骨造建築物の耐震診断お
よび耐震改修指針・同解説」（2025
年改訂版、2011年版、1996年版）
による耐震診断 

鉄骨造 

構 造 耐 震 指 標
(Is)が 0.3以上 

構 造 耐 震 指 標
(Is)が 0.6以上 

(4) 

一般財団法人日本建築防災協会
による「既存鉄筋コンクリート造
建築物の耐震診断基準 同解説」
（2017年改訂版、2001年改訂版）
に定める「第１次診断法」、「第２
次診断法」又は「第３次診断法」
による耐震診断 

鉄筋コンク
リート造 

構 造 耐 震 指 標
(Is)を構造耐震
判定指標 (Iso)
で 除 し た 値 が
1.0以上 

(5) 

一般財団法人日本建築防災協会
による「既存鉄骨鉄筋コンクリー
ト造建築物の耐震診断基準 同
解説」（2009年改訂版）に定める
「第１次診断法」、「第２次診断
法」又は「第３次診断法」による
耐震診断 

鉄骨鉄筋コ
ンクリート
造 

(6) 
建築基準法施行令（昭和 25年政
令第 338号）第３章第８節に規定
する構造計算による耐震診断 

全ての構造 
構造計算により安全性が確かめら
れること。 

(7) 
上記(1)から(6)までに掲げる方
法と同等と認められる耐震診断 全ての構造 

上記(1)から(6)までの耐震基準と
同等の耐震性を有すると認められ
ること。 

 

別表第２（第９条関係） 

知事が必要と認める団地名 対象区域 

(1) 明石舞子住宅団地 神戸市垂水区のうち、狩口台 1 丁目～5 丁目、神陵台 1

丁目～7丁目、南多聞台 1丁目～8丁目 

明石市のうち、松が丘 1丁目～5丁目 

 

別表第３（第 10条関係） 

まちなか再生区域名 市町名 対象区域 

（1） 水道筋地域まちなか再生区域 神戸市灘区 

※別添区域図参照 （2） 東山・ミナイチ区域まちなか再生区域 神戸市兵庫区 

（3） 杭瀬地域まちなか再生区域 尼崎市 
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別表第４（第 11条関係） 

歴史的景観形成地区の区域名 市町名 対象区域 

県指定 

※別添区域図参照 

（1） 龍野地区 
たつの市 

（2） 御津町室津地区 

（3） 加美区岩座神地区 多可町 

（4） 高砂地区 高砂市 

（5） 浜坂味原川周辺地区 新温泉町 

（6） 平福地区 佐用町 

（7） 北条地区 加西市 

（8） 斑鳩地区 太子町 

（9） 中村・粟賀町地区 神河町 

（10） 山崎町山崎地区 宍粟市 

（11） 三木城下町地区 三木市 

市指定 

（12） 北野町山本通都市景観形成地域 神戸市 

（13） 旧大坂道都市景観形成道路地区 

伊丹市 

（14） 北少路村都市景観形成道路地区 

（15） 旧西国街道都市景観形成道路地区 

（16） 多田街道都市景観形成道路地区 

（17） 伊丹郷町地区 

（18） 伊丹酒蔵通り都市景観形成道路地区 

（19） 寺町都市美形成地域 尼崎市 

（20） 鶴林寺周辺地区景観形成地区 加古川市 

（21） 歴史地区城下町地区 

丹波篠山市 
（22） 歴史地区上立杭地区 

（23） 歴史地区福住地区 

（24） 歴史地区歴史街道地区 

（25） 出石城下町景観形成重点地区 
豊岡市 

（26） 城崎温泉景観形成重点地区 

（27） 竹田景観形成地区 

朝来市 
（28） 口銀谷景観形成地区 

（29） 太盛景観形成地区 

（30） 奥銀谷景観形成地区 

（31） 大屋町大杉地区景観形成重点地区 

養父市 
（32） 八鹿町八鹿地区景観形成重点地区 

（33） 城下町八木地区景観形成重点地区 

（34） 八鹿町岩崎地区景観形成重点地区 
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(1)たつの市龍野地区 

 

(2)たつの市御津町室津地区 

 



10 

 

(3)多可町加美区岩座神地区 

 

(4)高砂市高砂地区 

 



11 

 

(5)新温泉町浜坂味原川周辺地区 

 

(6)佐用町平福地区 

 



12 

 

(7)加西市北条地区 

 

(8)太子町斑鳩地区 

 



13 

 

(9)神河町中村・粟賀町地区 

 

(10)宍粟市山崎町山崎地区 

 



14 

 

(11)三木市三木城下町地区 

 

 

(12)神戸市北野町山本通都市景観形成地域 

 



15 

 

(13)伊丹市旧大坂道都市景観形成道路地区 

 

(14)伊丹市北少路村都市景観形成道路地区 

 



16 

 

(15)伊丹市旧西国街道都市景観形成道路地区 

 

(16)伊丹市多田街道都市景観形成道路地区 

 



17 

 

(17)伊丹市伊丹郷町地区 

 

(18)伊丹市伊丹酒蔵通り都市景観形成道路地区 

 



18 

 

(19)尼崎市寺町都市美形成地域 

 

(20)加古川市鶴林寺周辺地区景観形成地区 

 

(21)丹波篠山市歴史地区城下町地区 

 



19 

 

(22)丹波篠山市歴史地区上立杭地区 

 

(23)丹波篠山市歴史地区福住地区 

 



20 

 

(24)丹波篠山市歴史地区歴史街道地区 

 

 



21 

 

(25)豊岡市出石城下町景観形成重点地区 

 

(26)豊岡市城崎温泉景観形成重点地区 

 



22 

 

(27)朝来市竹田景観形成地区 

 

(28)～(30)朝来市口銀谷景観形成地区、朝来市太盛景観形成地区、朝来市奥銀谷景観形成地区 

 



23 

 

(31)養父市大屋町大杉地区景観形成重点地区 

 

(32)養父市八鹿町八鹿地区景観形成重点地区 
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(33)養父市城下町八木地区景観形成重点地区 

 

(34)養父市八鹿町岩崎地区景観形成重点地区 
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（要領様式第１号）

事 業 費 内 訳 表

補助対象 補助対象外 計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

合計　【A】＋【B】

名称

改修費　計　　【A】

改
修
費

事
務
機
器
取
得
費

事務機器取得費　計　　【B】
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（要領様式第２号） 

令和  年  月  日 

耐 震 性 能 確 認 書 

 

兵庫県知事 様 

確認者氏名：           

（  ）建築士（  ）登録第    号 

建築士事務所名：           

（  ）建築士事務所（  ）知事登録第    号 

 

（申請者）     が補助金交付申請する改修建築物の耐震性能は下記のとおりです。 

なお、下記及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。 

 

記 

 

※該当する項目に記入又は☑を入れてください。 

１ 

建 

物 

概 

要 

(1)所在地  

(2)申請種別 ☐住宅型 ☐事業所型 ☐地域交流拠点型 

(3)改修後用途 ☐自己用（ ☐居住用 ☐業務用 ） ☐左記以外 

(4)規模 
改修前 
上段（ ）に記入 
改修後 

下段に記入 

地上 
（    ） 

 
階 地下 

（    ） 
 

階 

建築面積： 
（    ） 

 
㎡ 延べ面積： 

（    ） 
 

㎡ 

２ 耐震診断の方法 

☐一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断 

 と補強方法」（2025年改訂版、2012年改訂版、2004年改訂版） 

 による一般診断法又は精密診断法…(1) 

（ ☐ 一般診断法  ☐ 精密診断法 ） 

☐市町が実施する簡易耐震診断…(2) 

☐一般財団法人日本建築防災協会による「耐震改修促進法のため

の既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説」 

（2025年改訂版、2011年改訂版、1996年版）による耐震診断 

…(3) 

☐一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート

造建築物の耐震診断基準 同解説」（2017 年改訂版、2001 年改

訂版）に定める「第１次診断法」、「第２次診断法」又は「第３

次診断法」による耐震診断…(4) 

（ ☐ 第１次診断法 ☐ 第２次診断法 ☐ 第３次診断法 ） 

☐一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリ

ート造建築物の耐震診断基準 同解説」（2009年改訂版）に定め

る「第１次診断法」、「第２次診断法」又は「第３次診断法」に

よる耐震診断…(5) 

（ ☐ 第１次診断法 ☐ 第２次診断法 ☐ 第３次診断法 ） 

☐建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）第３章第８節に規

定する構造計算による耐震診断…(6) 

☐上記(1)から(6)までに掲げる方法と同等と認められる耐震診断 

（ 診断方法：                ）…(7) 
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３ 改修前における耐

震診断結果 
 

評点       

 

（所見） 
 

４ 改修後における耐

震診断結果 

 

評点       

（耐震改修の方針） 
 

（具体的な補強方法） 
 

５ 備 考  

※ この様式は、改修建築物が昭和56年５月31日以前に着工された空き家の場合のみ提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

（要領様式第３号） 

 令和  年  月  日 

誓約書 

 

 

兵庫県知事 様 

 

空き家活用支援事業への申請に当たり、以下について誓約いたします。 

 

・申請内容を遵守すること。 

・申請内容に虚偽がないこと。 

・改修工事の実施に当たっては、建築基準法その他の関係法令を遵守すること。 

・改修後10年以上申請内容の用途で活用すること。 

・空き家所有者以外の者が改修を行う場合、改修部分については造作買取請求

権を行使しないこと。 

・事業完了後、県で発行する広報刊行物やホームページ等に事例として掲載※１

するための広報用資料※２を提供すること。 

  ※１ 広報用資料とあわせて、空き家の所在地（市又は郡町名まで）、構 

造や床面積等の概要、事業所名や店舗名等を掲載 

  ※２ 広報用資料 

   住 宅 型：改修前後の写真と改修コメント 

   事業所型：改修前後の写真と改修コメントを載せて投稿を行った 

SNS（X、Instagram、Youtube等）のリンク先のURL 

・「#兵庫県空き家活用支援事業」を付して投稿を行う。 

        ・動画の場合は動画データをあわせて提供 

地域交流拠点型：改修前後の動画（1分以上）を作成して投稿を行ったSNS 

（X、Instagram、Youtube等）のリンク先のURL 

・「#兵庫県空き家活用支援事業」を付して投稿を行う。 

        ・動画データをあわせて提供 

   注）事業所型又は地域交流拠点型のSNSへの投稿については、投稿 

後、最低１年間は削除、非公開又は閲覧制限を行わず保持する 

ことに努めること。） 

・事業完了後、工事を実施した空き家の管理状況及び活用状況等について、兵

庫県が報告を求めた場合、必要な協力を行うこと。 

 

 

 
氏名又は法人名等 

代表者の職氏名 
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（要領様式第４号） 

 

承 諾 書 

 

令和  年  月  日  

 

兵庫県知事 様 

 

 

空き家活用支援事業への申請に当たり、以下のことについて同意いたします。 

 

 

１ 交付申請者（氏名：        ）が本事業の補助を受け、私の所有家

屋（所在地：             ）を改修すること。 

 

２ 本事業の助成を受けて改修した所有家屋を工事の完了日から 10年以上継続

的に  ☐ 住宅（ 住宅 ・ 住宅宿泊施設 ・ 学生シェアハウス ）・

☐ 事業所・☐ 地域交流拠点 として活用し続けること。 

 

３ 賃貸借契約を締結する場合、改修部分については契約期間満了後の現状回

復を求めないこと。 

 

 

（空き家所有者） 

住 所               

氏 名               

連絡先               
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（要領様式第５号） 

ワーケーション施設に関する計画書 

 

１ ワーケーション 

施設の名称 
 

２ 事業概要 

 

３ 事業の実施体制 

（宿泊機能の有無及び近隣施設との連携等について記載してください。） 

 

４ 想定される利用

者及び集客見込 

 

５ 収容人数    組   人 

 

※ コワーキングスペースを併設する場合は、様式第７号の「コワーキングスペースに関する計画書」も

提出してください。 
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（要領様式第６号） 

定額制多拠点居住サービス施設に関する計画書 

 

１ 定額制多拠点 

居住サービス 

施設の名称 

 

２ 事業概要 

 

３ 事業の実施体制 

（利用者との契約書や会員規約等サービス内容の分かる資料を添付し、追

加で説明が必要な場合は、こちらに記入してください。） 

 

４ 地域との関わり方 

 

５ 収容人数    組   人 

 

※ コワーキングスペースを併設する場合は、様式第７号の「コワーキングスペースに関する計画書」も

提出してください。  
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（要領様式第７号） 

コワーキングスペースに関する計画書 

 

１ コワーキング 

スペースの名称 
 

２ 事業概要 

 

３ 想定される利用

者及び集客見込 

 

４ 収容人数    組   人 

５ 設備・機器等 

（OA 機器・通信設備等の設置計画について記入してください。） 
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（要領様式第８号） 

 

耐震改修工事実施確認書 

 

 

兵庫県知事 様 

 

 

令和  年  月  日付け住第    号で交付決定を受けた本工事は、申請書のと

おり実施しており、当該改修建築物が当該申請書に記載している耐震性能を有することを

確認しました。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

確認者 

氏名：           

（☐ 設計者・☐ 監理者・☐ その他（    ）） 

社名・事務所名：           
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（要領様式第９号） 

令和  年  月  日  

 

申請内容変更報告書 

 

 

 

住 所            

氏 名            

 

 

令和  年 月 日付け住第   号で補助金交付決定を受けた内容につい

て、変更が生じましたので、空き家活用支援事業実施要領第 11 条に基づき、下

記のとおり添付書類を添えて報告します。 

 

記 

 

 

１ 変更箇所 

・  

・  

・  

・  

・  

 

 

 

 

２ 添付書類 

☐（金 額 の 変 更）実施計画書・事業費内訳表・見積書の写し 

☐（工 事 の 変 更）平面図・見積書の写し 

☐（その他の変更）変更内容の分かる書類 
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（要領様式第 10 号） 

 

広報用資料提供書 

 

この実績報告に係る空き家について、県で発行する広報刊行物やホームページ等

に事例として掲載するための広報用資料を提供します。 

   

住宅型 

①掲載希望コメント 

 

 

 

②掲載希望写真 

改修前 改修後 

  

 

事業所型 

①投稿を行った SNS（X、Instagram、Youtube 等）のリンク 

 ※ハッシュタグ 「＃兵庫県空き家活用支援事業」 も忘れずに付けて投稿をお願いします。 

※動画の場合は動画データをあわせて提供ください。 

 

 

地域交流拠点型 

①投稿を行った SNS（X、Instagram、Youtube 等）のリンク 

 ※ハッシュタグ 「＃兵庫県空き家活用支援事業」 も忘れずに付けて投稿をお願いします。 

 ※動画データ（1 分以上）をあわせて提供ください。 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

氏名            

写真 写真 
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（要領様式第 11号） 

空き家活用支援事業 改修建築物活用状況報告書 

 
令和  年  月  日  

兵庫県知事 様 

（補助を受けた方） 

住  所：〒   －     

                 

氏  名（名称及び代表者の氏名） 

：                 

電話番号：                 

メール又はFAX（任意） 

：                 

標記事業に係る令和 年度の改修建築物の活用状況について、下記のとおり関係書

類を添えて報告します。 

記 

１ 補助を受けた建物の所在地 

☐ 現在の住所と同じ 

☐ その他（所在地：                      ） 

２ 補助を受けた建物の活用状況 

☐ 事業完了時の用途のまま使用している。 

☐ 事業完了時から用途を変更して使用している。 

（現在の用途：                        ） 

☐ 自己所有であるが、使用していない。  

☐ 売却した、又は取り壊した。  

☐ その他（                          ） 

３ 事例等掲載意向確認 

 提出写真について、県で発行する広報刊行物に事例として掲載することを 

☐ 承諾する。 

☐ 承諾しない。 

※令和５年度以降の事業所型・地域交流拠点型で補助を受けられた方につきましては

事例掲載への承諾が必須要件となっておりますので３については回答不要です。 

 

○関係書類 

・改修建築物の外観写真 

・改修建築物の内部写真 

・その他（写真が提出できない場合、他に活用状況が判断できる資料をご提出ください。） 



 

（要領様式第 12号） 

 

 

空き家活用支援事業 改修建築物活用状況報告書 

（間接補助） 

 

第      号  

令和 年 月 日  

 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 様 

 

○○市（町）長 ○○ ○○  

 

標記事業に係る令和 年度の改修建築物の活用状況について、下記のとおり関係書

類を添えて報告します。 

記 

１ 改修建築物の活用状況 

別紙及び関係書類のとおり 

 

２ 連絡先 

(1) 担 当 課： 

(2) 担当者職氏名： 

(3) 連 絡 先： 

 

○関係資料 

・改修建築物の外観写真 

・改修建築物の内部写真 

・その他（写真が提出できない場合、他に活用状況が判断できる資料をご提出ください。） 

 



 

（別紙） 

空き家活用支援事業 改修建築物の活用状況（○○市町） 

事業 

年度 

補助 

事業者 
建物所在地 活用状況 

現在の用途 

(変更がある場合) 
写真番号 

事例等※ 

掲載意向 
備考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

※事例等掲載意向…提出写真について、県で発行する広報刊行物に事例として掲載することを事業者に確認の上、 承諾/不承諾 でご回答ください。 

※令和５年度以降の事業所型・地域交流拠点型の補助につきましては、事例掲載への承諾が必須要件となっておりますので回答不要です。



 

（要領様式第 13号） 

 

第      号  

令和 年 月 日  

 

兵 庫 県 知 事 様 

 

○○市（町）長 

 

 

令和  年度 空き家活用支援事業 交付申請に係る確認書 
 

 

令和 年 月 日付けで提出されました令和 年度空き家活用支援事業の交付申

請書について、内容を確認したところ下記のとおり適正と認めましたので、当該交付

申請書を添えて提出します。 

 

記 

 

 

１ 交付申請内容 

 

(1)申請者氏名  

(2)空き家の所在地  

(3)都市計画区域の内外 

☐ 都市計画区域内 

☐ 市 街 化 区 域 ☐ 旧滝野町 

☐ 旧香寺町 

☐ 旧新宮町 

☐ 旧揖保川町 

☐ 旧御津町 

☐ 団地区域 

☐ 市街化調整区域   

☐ 区域区分非設定   

☐ 都市計画区域外     

(4)歴史的景観形成地区 

の区域の内外 
☐ 内 ☐ 外  

(5)その他の地域地区 

①土砂災害特別警戒区域  ☐ 該当しない 

②災害危険区域      ☐ 該当しない 

③津波災害特別警戒区域  ☐ 該当しない 



 

２ 「空き家」の確認 

 ☐ 確認済（ ☐ 空き家バンク等に登録済） 

３ 関係法令の手続状況 

 ☐ １ 手続完了（必要手続なし） 

☐ ２ 手続未了（手続名称（関係部署名）：        ） 

☐ ３ その他 （                  ） 

４ 市町助成制度の利用状況 

 ☐ 利用なし 

☐ 利用あり 事 業 名（          ） 

補助対象事業費（     円） 

助 成 額（     円） 

※交付申請書に記載された工事内容についてのみ記載してください（別工事については記載不用です）。 

５ 確認担当部署等 

 (1)担 当 課 室  

(2)担当者職氏名  

 (3)連 絡 先  

 

 



 

（要領様式第 14号） 

（公印省略）  

第      号  

令和 年 月 日  

 

兵 庫 県 知 事 様 

 

市（町）長 

 

令和  年度 空き家活用支援事業 交付申請に係る推薦書 
 

 

令和 年 月 日付けで提出されました令和 年度空き家活用支援事業の交付申

請書について、内容を確認したところ下記のとおり推薦することとしましたので、当

該交付申請書を添えて提出します。 

 

記 

 

 

１ 交付申請内容 

 

(1)申請者氏名  

(2)空き家の所在地  

(3)都市計画区域の内外 

☐都市計画区域内 

☐市街化区域  ☐ 旧滝野町 

☐ 旧香寺町 

☐ 旧新宮町 

☐ 旧揖保川町 

☐ 旧御津町 

☐ 団地区域 

☐市街化調整区域 

☐区域区分非設定 

☐都市計画区域外 

(4)歴史的景観形成地区 

の区域の内外 
☐ 内 ☐ 外  

(5)その他の地域地区 

①土砂災害特別警戒区域  ☐ 該当しない 

②災害危険区域      ☐ 該当しない 

③津波災害特別警戒区域  ☐ 該当しない 



 

２ 空き家の確認 

 ☐ 確認済 （☐ 空き家バンク等に登録済） 

３ 関係法令の手続状況 

 ☐ １ 手続完了（必要手続なし） 

☐ ２ 手続未了（手続名称（関係部署名）：     ） 

☐ ３ その他 （               ） 

４ 市町助成制度の利用状況 

 ☐ 利用なし 

☐ 利用あり 事 業 名（          ） 

補助対象事業費（     円） 

助 成 額（     円） 

※交付申請書に記載された工事内容についてのみ記載してください（別工事については記載不用です）。 

５ 地域団体等の活動等に対する市町の意見 

 (1)地域団体等に対する所見 

 

 

 

 (2)地域団体等の活動内容に対する所見 

 

 

 

 (3)地域活性化への貢献に対する所見 

 

 

 

 (4)その他推薦する理由 

 

 

 

６ 推薦担当部署等 

 
(1)担 当 課 室  

(2)担当者職氏名  

 
(3)連 絡 先  

 


